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 この特定調達公告に掲載される入札公告等は、ＷＴОに基づく政府調達に

関する協定の適用を受けるものである。 
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   入札公告 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

  令和８年３月６日 

千葉県知事  熊 谷  俊 人   

１ 入札に付する事項 

（１）購入等件名及び数量 千葉県一時保護所学習支援業務委託 一式 

（２）調達案件の仕様等 入札説明書及び要求水準書による。 

（３）履行期限 契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４）履行場所 要求水準書による。 

（５）入札方法 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２

に規定する総合評価一般競争入札により行うので、入札書等（入札書及び業務提案

書をいう。以下同じ。）を提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記

載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

（６）予定価格 １１１，６２８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、委託においてＡの等

級に格付けされている者であること。 

（３）この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争

入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこ

と。 
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（４）この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停

止等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に

係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれない

こと。 

（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、入札説明書に定める入札参加資格要件

を満たす者であること。 

３ 入札書等の提出場所等 

（１）入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 千葉県健康福祉部児童家庭課

児童相談所改革室 電話０４３（２２３）３６３４ 

（２）入札説明書の交付期間 令和８年３月６日から３月２３日まで（千葉県の休日に

関する条例（平成元年千葉県条例第１号）第１条に規定する県の休日を除く。）の午

前９時から午後５時まで 

（３）入札書の提出期限 令和８年４月１５日午後５時 

（４）開札の日時及び場所 令和８年４月１６日午前１０時 千葉県庁本庁舎１３階児

童家庭課内 

４ 落札者の決定基準 

（１）審査項目及び配点 

区分 審査項目 配点 

入札書 入札価格に関する事項 ４０点 

業務提案書 

提案内容の妥当性と具体性 ３０点 

１１０点 学習支援員の資格・経験 ２５点 

タブレット端末及び教材の整備 １５点 
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事業実施体制と管理能力 １０点 

研修・指導体制 ２０点 

個人情報保護と安全管理 １０点 

（２）審査項目の評価方法 

ア 入札書の評価（入札価格点）は、入札金額が最も低いものを満点とし、最低入

札価格と入札価格の割合に基づき算出した点数とする（小数第３位を四捨五入）。 

  イ 業務提案書の評価（加点審査点）は、詳細審査項目ごとに各配点内において絶

対評価する。なお、詳細審査項目は、入札説明書による。 

  ウ 総合評価点は、入札価格点と加点審査点とを合計した点数とする。 

５ 低入札価格調査制度及び調査基準価格 

（１）この入札は、別に定める「委託業務低入札価格調査実施要領」に基づき実施す

る。 

（２）調査基準価格は、予定価格に１００分の７０を乗じて得た金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）とする。 

６ 低入札価格調査 

（１）最高評価値者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留と

し、調査を実施した上で、後日落札者を決定する。入札者には当該決定内容を通知

する。 

（２）最高評価値者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落

札者とならないことがある。 

（３）調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、落札者に必要な条件を満

たし、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち総合評価点の最も

高い者に比して総合評価点が同等以上である者（以下「低価格入札者」という。）は
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事後の事情聴取等の調査に協力しなければならない。なお、最高評価値者でなくて

も事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者のした入札は無効とす

る。 

（４）低価格入札者は、低入札価格調査の実施者（以下「実施者」という。）から指示が

あった日までに、実施者から指示された書類を作成し提出しなければならない。な

お、最高評価値者でなくとも提出しなければならず、期限までに提出しない者のし

た入札は無効とする。 

（５）落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。 

（６）低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を

経て契約する場合の特約条項」を契約書に添付することとする。 

７ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 免除 

  イ 契約保証金 千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）第９９条

の規定によるものとする。 

（３）入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知

事から（４）により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じ

なければならない。 

（４）入札参加資格の確認 この一般競争入札に参加を希望する者は、３（１）に示す

場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次によ

り提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、

入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参

加することができない。 
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ア 提出期限  令和８年３月２３日午後５時 

イ 提出場所  ３の（１）に示す場所 

（５）入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に

求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違

反した入札書は、無効とする。 

（６）契約書の作成の要否 要 

（７）落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると千葉県知事が判断した

入札者であって、総合評価の方法によって得られた総合評価点が最低基準値を下回

らず、かつ最も高いもの（以下「最高評価値者」という。）を落札者とする。ただ

し、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結

することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当である

と認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。 

（８）契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る

契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっ

ても、３年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。  

（９）契約の確定 この公告に係る契約は、令和８年度歳入歳出予算が令和８年３月３

１日までに千葉県議会で可決された場合において、同年４月１日に確定させる。 

（10）その他 詳細は、入札説明書による。 

８ Summary 

（１）Nature and quantity of the services to be required: Dispatch of learning support 

staff to temporary shelters and provision of tablets dedicated to learning（1set） 

（２）Time limit for tender: 5:00 P.M,15,April,2026 
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（３）Contact point for the notice: Children and Families Division, Health and Welfare 

Department, Chiba Prefectural Government, 1-1 Ichiba-cho, Chuo-ku, Chiba-shi, 

Chiba Prefecture, 260-8667 Japan TEL 043-223-3634 
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